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大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 １ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 261号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 26条 の ６ 第 １ 項 （ 同 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 、 第 ２ 項 及 び 第 ６ 項 か ら 第 ８ 項 ま で 並 び に 同 条 第 11項 に お い て

準 用 す る 法 第 26条 の ５ 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の

職 員 （ 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） の 配 偶 者 同 行 休 業 （ 法 第 26条 の ６ 第 １

項 に 規 定 す る 配 偶 者 同 行 休 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 ）  

第 ２ 条  企 業 長 は 、 職 員 が 申 請 し た 場 合 に お い て 、 公 務 の 運 営 に 支 障 が

な い と 認 め る と き は 、 当 該 申 請 を し た 職 員 の 勤 務 成 績 そ の 他 の 事 情 を

考 慮 し た 上 で 、 当 該 職 員 が 配 偶 者 同 行 休 業 を す る こ と を 承 認 す る こ と

が で き る 。  

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 ）  

第 ３ 条  法 第 26条 の ６ 第 １ 項 の 条 例 で 定 め る 期 間 は 、 ３ 年 と す る 。  

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 対 象 と な る 配 偶 者 が 外 国 に 滞 在 す る 事 由 ）  

第 ４ 条  法 第 26条 の ６ 第 １ 項 の 条 例 で 定 め る 事 由 は 、次 に 掲 げ る 事 由（ 六

月 以 上 に わ た り 継 続 す る こ と が 見 込 ま れ る も の に 限 る 。 第 ７ 条 第 １ 号

に お い て 「 配 偶 者 外 国 滞 在 事 由 」 と い う 。 ） と す る 。  

(1) 外 国 で の 勤 務  

(2) 事 業 を 経 営 す る こ と そ の 他 の 個 人 が 業 と し て 行 う 活 動 で あ っ て 外

国 に お い て 行 う も の  

(3) 学 校 教 育 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 26号 ） に よ る 大 学 に 相 当 す る 外 国 の

大 学 （ こ れ に 準 ず る 教 育 施 設 を 含 む 。 ） で あ っ て 外 国 に 所 在 す る も

の に お け る 修 学 （ 前 二 号 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ）  

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 申 請 ）  

第 ５ 条  配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 申 請 は 、 配 偶 者 同 行 休 業 を し よ う と す

る 期 間 の 初 日 及 び 末 日 並 び に 当 該 職 員 の 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実

上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） が 当 該 期 間 中

外 国 に 住 所 又 は 居 所 を 定 め て 滞 在 す る 事 由 を 明 ら か に し て し な け れ ば

な ら な い 。  

２  企 業 長 は 、 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 申 請 を し た 職 員 に 対 し て 、 当 該

申 請 に つ い て 確 認 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る 書 類 の 提 出 を 求 め る こ



と が で き る 。  

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 の 延 長 ）  

第 ６ 条  配 偶 者 同 行 休 業 を し て い る 職 員 は 、 当 該 配 偶 者 同 行 休 業 を 開 始

し た 日 か ら 引 き 続 き 配 偶 者 同 行 休 業 を し よ う と す る 期 間 が 第 ３ 条 に 定

め る 期 間 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 、 延 長 を し よ う と す る 期 間 の 末 日

を 明 ら か に し て 、 企 業 長 に 対 し 、 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 の 延 長 の 承 認

を 申 請 す る こ と が で き る 。  

２  第 ２ 条 の 規 定 は 、 配 偶 者 同 行 休 業 の 期 間 の 延 長 の 承 認 に つ い て 準 用

す る 。  

（ 配 偶 者 同 行 休 業 の 承 認 の 取 消 事 由 ）  

第 ７ 条  法 第 26条 の ６ 第 ６ 項 の 条 例 で 定 め る 事 由 は 、 次 に 掲 げ る 事 由 と

す る 。  

(1) 配 偶 者 が 外 国 に 滞 在 し な い こ と と な り 、 又 は 配 偶 者 が 外 国 に 滞 在

す る 事 由 が 配 偶 者 外 国 滞 在 事 由 に 該 当 し な い こ と と な っ た こ と 。  

(2) 配 偶 者 同 行 休 業 を し て い る 職 員 が 企 業 長 が 別 に 定 め る 特 別 休 暇 を

与 え ら れ る こ と と な っ た こ と 。  

(3) 企 業 長 が 、 配 偶 者 同 行 休 業 を し て い る 職 員 に つ い て 、 地 方 公 務 員

の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３ 年 法 律 第 110号）第 ２ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 育 児 休 業 を 承 認 す る こ と と な っ た こ と 。  

（ 届 出 ）  

第 ８ 条  配 偶 者 同 行 休 業 を し て い る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 遅 滞

な く 、 そ の 旨 を 企 業 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

(1) 配 偶 者 が 死 亡 し た 場 合  

(2) 配 偶 者 が 職 員 の 配 偶 者 で な く な っ た 場 合  

(3) 配 偶 者 と 生 活 を 共 に し な く な っ た 場 合  

(4) 前 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合  

２  第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 配 偶 者 同 行 休 業 に 伴 う 任 期 付 採 用 及 び 臨 時 的 任 用 ）  

第 ９ 条  企 業 長 は 、 第 ２ 条 又 は 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た

場 合 に お い て 、 当 該 申 請 に 係 る 期 間 （ 以 下 「 申 請 期 間 」 と い う 。 ） に

つ い て 職 員 の 配 置 換 え そ の 他 の 方 法 に よ っ て 当 該 申 請 を し た 職 員 の 業

務 を 処 理 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め る と き は 、 当 該 業 務 を 処 理 す る

た め 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 任 用 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場

合 に お い て 、 第 ２ 号 に 掲 げ る 任 用 は 、 申 請 期 間 に つ い て 一 年 を 超 え て

行 う こ と が で き な い 。  

(1) 申 請 期 間 を 任 用 の 期 間 （ 以 下 「 任 期 」 と い う 。 ） の 限 度 と し て 行

う 任 期 を 定 め た 採 用  

(2) 申 請 期 間 を 任 期 の 限 度 と し て 行 う 臨 時 的 任 用  

２  企 業 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 の 任 期 が

申 請 期 間 に満たない場 合にあっては、当 該 申 請 期 間 の範 囲 内 において、



そ の 任 期 を 更 新 す る こ と が で き る 。  

３  企 業 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採

用 さ れ た 職 員 の 任 期 を 更 新 す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 当 該 職 員 の 同 意

を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 委 任 ）  

第 10条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 企 業 長 が 定 め る 。  

附  則  

 こ の 条 例 は 、 平 成 27年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


